
 
 

平 成 十 二 年 建 設 省 告 示 第 千 四 百 六 十 一 号 改 正 案 新 旧 対 照 条 文                                  （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 （ パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト ） 案 現   行   告   示 
 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 八 十 一 条 の 二 の 規 定

に 基 づ き 、 超 高 層 建 築 物 の 構 造 耐 力 上 の 安 全 性 を 確 か め る た め の 構 造 計 算 の 基 準

を 次 の よ う に 定 め る 。 

建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 八 十 一 条 の 二 の 規 定

に 基 づ き 、 超 高 層 建 築 物 の 構 造 耐 力 上 の 安 全 性 を 確 か め る た め の 構 造 計 算 の 基 準

を 次 の よ う に 定 め る 。 

  

超 高 層 建 築 物 の 構 造 計 算 の 基 準 を 定 め る 件 超 高 層 建 築 物 の 構 造 計 算 の 基 準 を 定 め る 件 

  

 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 第 八 十 一 条 の 二 に 規 定 す る 超 高 層 建

築 物 の 構 造 耐 力 上 の 安 全 性 を 確 か め る た め の 構 造 計 算 の 基 準 は 、 次 の と お り と す

る 。 

 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 第 八 十 一 条 の 二 に 規 定 す る 超 高 層 建

築 物 の 構 造 耐 力 上 の 安 全 性 を 確 か め る た め の 構 造 計 算 の 基 準 は 、 次 の と お り と す

る 。 

一 （ 略 ） 一 建 築 物 の 各 部 分 の 固 定 荷 重 及 び 積 載 荷 重 そ の 他 の 実 況 に 応 じ た 荷 重 及 び 外

力 （ 令 第 八 十 六 条 第 二 項 た だ し 書 の 規 定 に よ っ て 特 定 行 政 庁 が 指 定 す る 多 雪

区 域 に お け る 積 雪 荷 重 を 含 む 。 ） に よ り 建 築 物 の 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 に 損

傷 を 生 じ な い こ と を 確 か め る こ と 。 

二 建 築 物 に 作 用 す る 積 雪 荷 重 に つ い て 次 に 定 め る 方 法 に よ る 構 造 計 算 を 行 う

こ と 。 

二 建 築 物 に 作 用 す る 積 雪 荷 重 に つ い て 次 に 定 め る 方 法 に よ る 構 造 計 算 を 行 う

こ と 。 こ の 場 合 に お い て 、 融 雪 装 置 そ の 他 積 雪 荷 重 を 軽 減 す る た め の 措 置 を

講 じ た 場 合 に は 、 そ の 効 果 を 考 慮 し て 積 雪 荷 重 を 低 減 す る こ と が で き る も の

と す る 。 

イ ～ ハ （ 略 ） イ ～ ハ （ 略 ） 

ニ イ か ら ハ ま で に 規 定 す る 構 造 計 算 は 、 融 雪 装 置 そ の 他 積 雪 荷 重 を 軽 減 す

る た め の 措 置 を 講 じ た 場 合 に は 、 そ の 効 果 を 考 慮 し て 積 雪 荷 重 を 低 減 す る

こ と が で き る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 出 入 口 そ の 他 の 見 や す

い 場 所 に 、 そ の 軽 減 の 実 況 そ の 他 必 要 な 事 項 を 表 示 し な け れ ば な ら な い 。

 



三 （ 略 ） 三 建 築 物 に 作 用 す る 風 圧 力 に つ い て 次 に 定 め る 方 法 に よ る 構 造 計 算 を 行 う こ

と 。 こ の 場 合 に お い て 、 水 平 面 内 で の 風 向 と 直 交 す る 方 向 及 び ね じ れ 方 向 の

建 築 物 の 振 動 並 び に 屋 根 面 に お い て は 鉛 直 方 向 の 振 動 を 適 切 に 考 慮 す る こ と

。 

イ ・ ロ （ 略 ） イ ・ ロ （ 略 ） 

四 建 築 物 に 作 用 す る 地 震 力 に つ い て 次 に 定 め る 方 法 に よ る 構 造 計 算 を 行 う こ

と 。 た だ し 、 地 震 時 に 生 ず る 力 の 影 響 が 積 雪 時 又 は 暴 風 時 そ の 他 の 荷 重 及 び

外 力 に よ る 影 響 に 比 べ 小 さ い 建 築 物 に あ っ て は 、 こ の 限 り で な い 。 

四 建 築 物 に 作 用 す る 地 震 力 に つ い て 次 に 定 め る 方 法 に よ る 構 造 計 算 を 行 う こ

と 。 こ の 場 合 に お い て 、 建 築 物 の 規 模 及 び 形 態 に 応 じ た 上 下 方 向 の 地 震 動 、

当 該 地 震 に 直 交 す る 方 向 の 水 平 動 、 地 震 動 の 位 相 差 及 び 鉛 直 方 向 の 荷 重 に 対

す る 水 平 方 向 の 変 形 の 影 響 等 を 適 切 に 考 慮 す る こ と 。 

イ （ 略 ） イ 建 築 物 に 水 平 方 向 に 作 用 す る 地 震 動 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る こ と 。

た だ し 、 敷 地 の 周 辺 に お け る 断 層 、 震 源 か ら の 距 離 そ の 他 地 震 動 に 対 す る

影 響 及 び 建 築 物 へ の 効 果 を 適 切 に 考 慮 し て 定 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い

。 

(1
)

～ (4
)  （ 略 ） (1
)

～ (4
)  （ 略 ） 

ロ （ 略 ） ロ イ に 規 定 す る 稀 に 発 生 す る 地 震 動 に よ っ て 建 築 物 の 構 造 耐 力 上 主 要 な 部

分 が 損 傷 し な い こ と を 、 運 動 方 程 式 に 基 づ き 確 か め る こ と 。 た だ し 、 制 振

部 材 に あ っ て は 、 こ の 限 り で な い 。 

ハ （ 略 ） ハ イ に 規 定 す る 極 め て 稀 に 発 生 す る 地 震 動 に よ っ て 建 築 物 が 倒 壊 、 崩 壊 等

し な い こ と を 、 運 動 方 程 式 に 基 づ き 確 か め る こ と 。 

ニ イ か ら ハ ま で に 規 定 す る 構 造 計 算 を 行 う に 当 た り 、 建 築 物 の 規 模 及 び 形

態 に 応 じ た 上 下 方 向 の 地 震 動 、 当 該 地 震 に 直 交 す る 方 向 の 水 平 動 、 地 震 動

の 位 相 差 及 び 鉛 直 方 向 の 荷 重 に 対 す る 水 平 方 向 の 変 形 の 影 響 等 を 適 切 に 考

慮 す る こ と 。 

 

ホ イ か ら ニ ま で の 規 定 は 、 建 築 物 が 次 に 掲 げ る 基 準 に 該 当 す る 場 合 に あ っ

て は 、 適 用 し な い 。 

 



(1
)  建 築 物 の 地 震 応 答 の 性 状 に 与 え る 影 響 が 小 さ い も の で あ る こ と 。  

(2
)  イ に 規 定 す る 稀 に 発 生 す る 地 震 動 と 同 等 以 上 の 効 力 を 有 す る 地 震 力

に よ っ て 建 築 物 が 損 傷 し な い こ と を 確 か め た も の で あ る こ と 。 

 
(3
)  イ に 規 定 す る 極 め て 稀 に 発 生 す る 地 震 動 と 同 等 以 上 の 効 力 を 有 す る

地 震 力 に よ っ て 建 築 物 が 倒 壊 、 崩 壊 等 し な い こ と を 確 か め た も の で あ る

こ と 。 

 

五 第 二 号 か ら 第 四 号 ま で に 規 定 す る 構 造 計 算 を 行 う に 当 た っ て 、 第 一 号 に 規

定 す る 荷 重 及 び 外 力 を 適 切 に 考 慮 す る こ と 。 

五 第 二 号 か ら 第 四 号 ま で に 規 定 す る 構 造 計 算 を 行 う に あ た り 、 第 一 号 に 規 定

す る 荷 重 及 び 外 力 を 適 切 に 考 慮 す る こ と 。 

六 ～ 八 （ 略 ） 六 ～ 八 （ 略 ） 

九 前 各 号 の 構 造 計 算 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 し て い る

こ と を 確 か め る こ と 。 

 

イ 建 築 物 の う ち 令 第 三 章 第 三 節 か ら 第 七 節 の 二 ま で の 規 定 に 該 当 し な い 構

造 方 法 と し た 部 分 （ 該 当 し な い 構 造 方 法 と し た 部 分 が 複 数 存 在 す る 場 合 に

あ っ て は 、 そ れ ぞ れ の 部 分 と す る 。 ） に つ い て 、 当 該 部 分 の 耐 力 、 剛 性 、

靱 性 そ の 他 の 建 築 物 の 構 造 特 性 に 影 響 す る 力 学 特 性 値 が 明 ら か で あ る こ と

。 

 

ロ イ の 力 学 特 性 値 を 確 か め る 方 法 は 、 次 の い ず れ か に 定 め る と こ ろ に よ る

こ と 。 

 

(1
)  当 該 部 分 及 び そ の 周 囲 の 接 合 の 実 況 に 応 じ た 一 方 向 又 は 繰 り 返 し 加

力 試 験 

 

(2
)  当 該 部 分 を 構 成 す る そ れ ぞ れ の 要 素 の 耐 力 、 剛 性 、 靱 性 そ の 他 の 力

学 特 性 値 及 び 要 素 相 互 の 接 合 の 実 況 に 応 じ た 力 及 び 変 形 の 釣 合 い に 基 づ

く 構 造 計 算 

 

ハ 構 造 耐 力 に 影 響 す る 材 料 の 品 質 が 適 切 に 考 慮 さ れ て い る こ と 。  

 


